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高知県立大学等永国寺図書館 図書除却に関する検証と対応の概要 

 

 

 

１ 高知県立大学等永国寺図書館 図書除却の概要 

  永国寺キャンパスに新たに整備した図書館への図書の移転にあたり、学内規定に基づき、

平成 25年９月から除却方法の検討を開始し、平成 26年７月から平成 29年３月までの間に

重複図書３回、非重複図書 10回、製本雑誌１回の計 14回の除却を行った。 

その結果、図書、紀要類・雑誌など計約３万８千冊の除籍を決定し、その後、教員が引取

ったものを除き、図書約２万２千冊の焼却処分を行っている 1。（紀要類は古紙回収業者が引

取り） 

 

（１）除却した図書館資料 

  表１：除却図書の内訳 

除却の内訳 除却冊数 除却後の処理 

図書 25,432  

教員が引取った残り(22,252冊）を焼却処分  重複図書 (18,773) 

 非重複図書 (6,659) 

紀要類 約 10,000 古紙回収業者が引取り 

雑誌 約 2,700 教員が引取った残りを焼却処分 

計 38,132  

 

表２：除籍図書の状況（除籍・所蔵・再活用・焼却等）  

除籍 除籍図書の所蔵状況  
教員・学生 

再活用状況  
焼却  

重複図書  

18,773冊  

永国寺図書館所蔵  

（同一名称・内容図書を所蔵）  
2,377冊  16,396冊  

非重複図書  

6,659冊  

永国寺図書館所蔵（版違い・同一内容図書を所蔵） 

1,826冊 

オーテピア高知図書館所蔵        1,577冊 

高知大学、高知工科大学等所蔵      1,063冊 

永国寺図書館・オーテピア高知図書館・高知大学・ 

高知工科大学等に所蔵していない図書   2,193冊      

803冊 5,856冊  

 ※全学に周知し、個々の教員が引き取った図書は 3,180冊であり、学生教育や研究等に再活用され

ている。  

                                                   

1 除籍：図書管理システムからの登録を抹消すること。 

  除却：図書の除籍及び処分を含む過程を指す。 

 紀要：大学、研究所等が定期的に発行する学術雑誌 
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（参考）非重複図書の除却プロセス 
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２ 高知県立大学等永国寺図書館蔵書除却検証委員会による検証 

平成 30 年８月 17 日の新聞報道を受け、学外から様々な疑問や批判が寄せられたことか

ら、平成 30年８月に除却の手順や処分方法等を検証するための委員会を設置。 

 

（１） 委員 

７名（学識経験者、図書館関係者、学生、図書館利用者） 

 

（２） 開催状況 

９月から 11月まで４回開催した後、報告書をとりまとめ 12月 27日に大学に提出 

 

（３）報告書の概要 

  ＜焼却に至った背景＞ 

   ①規程類の不備やそれに伴う運用  

②旧館とさほど変わらない蔵書収蔵能力 

   ③定期除籍を行わず短期間で大量の図書を除却せざるを得ない状況に至ったこと 

   ④図書館の管理運営体制の脆弱さ 

   ⑤高知工科大学への誤った配慮 

   ⑥図書館の大学内での位置付けが明確でなかったこと 

                   など、複合的な要因が考えられる。 

＜改革の方向性＞ 

①大学図書館の理念の明確化  ②図書館の管理運営体制の強化 

③関連規程や細則等の見直し  ④選書及び除籍の基準の明確化と適正な運用 

⑤除籍図書の学内外での再活用 ⑥組織運営と意思決定のあり方の改善 

 

３ 改革の取組 

（１）これまでの取組 

【高知県立大学総合情報センター・図書館改革委員会の設置】 

・平成 30年 11月に、学長の特命による「高知県立大学総合情報センター・図書館改革委

員会」を設置。 

・改革委員会は、教員４名、職員４名に加え、学外の下記特別委員３名で構成しており、

平成 30年度は７回開催した。 

 

a)大学図書館としての健全な運営と機能の強化 

・筑波大学 図書館情報メディア系          逸村 裕  教授 

・名古屋市立大学 経済学研究科 総合情報センター長 三澤 哲也 教授 

 

b)高知県内の公立図書館、特にオーテピア高知図書館と機能分担･役割分担について協議･

連携 

・オーテピア高知図書館 高知県立図書館館長     渡辺 憲弘 館長 
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【改革が必要とされる指摘事項への対応】 

①大学図書館理念の明確化について 

ア 「総合情報センター及び図書館の基本理念」について、以下の４点を基本的な理念

として再確認した。 

・教育、研究に必要な図書、学術雑誌を整備している図書館 

・学術情報の電子化へ対応する図書館 

・学生の主体的な学びを促進支援する図書館 

・県民及び地域の専門職の方々が利用できるオープンな図書館 

 

イ 図書館資料の管理（収集、評価、除籍等）に関する方針である「コレクションマネ

ジメント方針」の策定に向けた準備を行った。 

 

②図書館の管理運営体制の強化について 

ア 図書館自体の管理運営体制の強化 

・規程等の改正及び新設 

・図書館委員会を全学委員会としての権限と責任の強化 

 

イ 総合情報センターと大学の意思決定機関との情報の共有化 

大学全体の意思決定の調整・決定機関に｢総合情報センター長｣、｢図書情報部長｣

が参加している。また、総合情報センター長から定期的にセンター及び図書館に関

する課題や情報の提供を行い、大学全体での共有を図っている。 

 

ウ 高知工科大学との共同運営体制の強化 

・高知県立大学・高知短期大学・高知工科大学図書館運営連絡会(仮称)の開催 

・一体的運営に向けた高知工科大学との人事交流 

 

③関連規程や細則等の見直しについて 

図書に関するすべての規程･細則等の見直しを行い、必要な規程の新設及び改正を完了

(表３)  

 

④選書及び除籍に関する基準の明確化と適正な運用について 

「高知県立大学･高知短期大学図書館資料の除籍および処分に関する要領」を作成 

 

① 用語「除籍」「除却」「整理」など、一貫性を保つように定義を改めた。(表４) 

② 除籍処分の順序及び手続きを明確に規定。 

③ 除籍図書候補の決定プロセス・決定権の明確化を行い、図書館委員会、センター 

運営委員会、最終的には学長の承認を要することとした。 

④ 除籍図書の資産管理として、資産管理部署の役割を明記。 

⑤ 「除籍の基準」を「除籍候補の選定基準」とし、具体的な基準例を示した。 
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⑤除籍図書の学内外での再活用について 

除籍決定後は、「無償譲渡、売却、廃棄」の順で再活用の道を探り、廃棄に至る図書館

資料が最小限となるようにした。学内外での使用は、無償譲渡においても、売却におい

ても、ホームページなどで公示することを義務付けるなど、再活用のために必要な情報

を広く提示することを定めた。 

    

⑥組織運営と意思決定のあり方の改善について(大学全体の組織マネジメント) 

全ての教職員に対し、検証委員会の報告書及び報告書を踏まえた今後の取組について

説明。大学全体の組織マネジメントの強化に向け、学長より以下のことを指示し、ＰＤ

ＣＡサイクルに基づいた組織運営の推進を図っていくこととした。 

・内向きの視点から脱却し、学外の関連機関との連携による大学と社会接続を意識した

組織運営を一層推進すること 

・教職員の協働連携を強化し、情報の共有化、意思決定の質の吟味 

・意思決定の基盤となる規程等の制定の趣旨を踏まえて再確認すること 

 

（２）今後の取組 

①大学図書館理念の明確化について 

「コレクションマネジメント方針」の策定と、大学図書館理念の全体を通じた一貫性

などの再検証を行う。 

 

④選書及び除籍に関する基準の明確化と適正な運用について 

選書の基準である「コレクションマネジメント方針」を策定し、同方針に基づく図書

の収集と、定期的な整理・除籍の計画策定を図る。 

 

⑤除籍図書の学内外での再活用について 

「高知県立大学・高知短期大学図書館資料の除籍及び処分に関する要領」に基づき、

具体的に再活用する方法の詳細を確定し、計画に沿って円滑に運用を開始できるよう作

業を進めていく。 

また、県内図書館との連携による除籍図書の再活用の仕組みを構築することを目指し、

高知県図書館協会等を通じた連携を構築していく。 

 

＜具体的な方法＞（検討中） 

  除籍候補図書選定のための具体的な方法や様式等の決定 

  処分する図書館資料の公示方法やタイミング等の具体的な決定 

  除籍図書を一時保管する場所の確保 
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表３：規程等の改正状況 
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表４：業務範囲及び用語等の整理について 
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＜除籍及び再活用方法について＞ 

Ⅰ．除籍図書選定のプロセス(決定済） 

・「高知県立大学・高知短期大学図書館資料管理細則 第 14条（除籍）」 

    図書館委員会の審議 ⇔ 教授会の意向、専門家の意見徴収（要領第２条第５項） 

         

センター運営委員会により決定 

     

学長の承認  

・「高知県立大学・高知短期大学図書館資料管理細則 第 15条（処分）３項」 

図書（固定資産）が含まれる場合は、当該図書に関し、学長の承認に先立って、財務

施設部長の合議 

 

Ⅱ．除籍図書の再活用案（決定済） 

 ・「高知県立大学・高知短期大学図書館資料の除籍及び処分に関する要領」 

    第４条（無償譲渡）、第５条（売却）、第６条（廃棄）、第７条（処分計画） 

     第９条（処分する図書館資料の公示） 

 

（譲渡先・優先順位等） 

 

 

・高知工科大学での再活用 

 

 

・研究用として教員研究室で利用 

・学生教育用として学生研究室で利用 

・希望する学生に無償譲渡 

 

・オーテピア高知図書館、県内市町村立図書館 

・県内外の大学・小中高等学校図書館へ無償譲渡 

 

 

（除籍図書リストの公開と再活用への依頼） 

【随時】大学祭などの学内イベント、協働 

事業等の際にブックトラックで展示

しリユースフェアを実施 

 

・学内の古本募金を活用 

無償譲渡 

高知工科大学 

無償譲渡 

学内譲渡 
無償譲渡 

図書館･教育機関等への
譲渡 

売却 

一般の方々 

売却 

古本業者への売却 
廃棄 

（古紙回収業者） 

 


